
平成２６年度第５回定例理事会議事録 

日時：平成２６年１０月１１日（土） １５：３５ ～ １９：１０ 

場所：奈良県理学療法士協会 事務所 

出席者：理事 尾崎、石橋、増田、佐藤、松村、廣池、西田、田平 

監事：門脇、北村、中俣 

議事録署名人：尾崎、門脇、北村、中俣 

欠席者：中村 

書記：中野 

議事：１．会長行動報告 

   ２．会員異動承認 

３．各局・部・委員会報告 

４．日本理学療法士協会関連会議報告（倫理担当者） 

５．プライバシーポリシー、求人広告に関する注意事項 

６．県の補助金事業に関して 

７．その他（全国学会演題、３団体交流について、他） 

 

１．会長行動報告 （尾崎会長） 

９／２２ IT 化・組織検討員会 拡大会議 

 ／２３ 日本協会 学会検討特別委員会 第２回 

 ／２９ 理学療法啓発部 会議   ／３０ 調整会議 

１０／５  研修部 第２回研修会 

 ／１１ 定例理事会 第５回 

 

２．会員異動承認 

  平成２６年９月７日から１０月１１日までの会員異動が理事全員に承認された。 

 

３．各局・部・委員会報告 

１）地域包括ケア推進委員会（佐藤理事） 

・ 地域包括ケアシステム関連推進リーダー研修の案内を発送し、申し込みを受け付けて

いる。 

・ e－ラーニングを修了していない方や OT、ST の申し込みを受け付けてもよいか。 

⇒申し込み希望者に研修会の内容、修了書の発行や協会への登録が行えない旨を事前   

に連絡する。他府県の PT は会員扱いとする。 

・ e－ラーニング免除の対象者リストを作成し、役員メールにて報告する。 

・ 資料は中谷印刷へ依頼し、100 部用意する。 

・ 今回、参加を見合わせる会員に配慮し、今年度、もう一回開催することを検討する。 



 ２）３団体合同訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実務者研修会 運営委員会（佐藤理事） 

・ 今年度は OT 士会がコーディネーターであり、平成 27 年 2 月 7 日、8 日での開催を

予定している。内容としてはリスク管理と地域包括ケアをテーマに研修会を開催する。 

 ３）ホームページ管理部（松村理事） 

・ 新しいホームページの運用を開始するにあたり、役員内で新システムでの登録や決済

システムを動かし、不具合がないかを確認したうえで、運用を開始した方がよいので

はないか。 

⇒決済システムの稼働は開設の後に行う。必要に応じて、非公開のページで決済シス

テムの確認を行うことも検討する。 

 ４）事務局（増田理事） 

・ 県へ提出した事業報告に不備があり、再提出の必要がある。不備の内容は以下の通り。 

・ 拡大理事会後に決算を承認する理事会を開催していない。 

⇒理由書を県へ提出する。 

・ 公益目的事業報告に関して、実績内容が記載されていない。 

⇒総務部にて具体的な実績を事業報告書に追記し、申請する。 

 ５）ブロック活動推進委員会（増田理事） 

・ 中和ブロックでの研修会の開催に関して、講師料を本会から支給するかどうか、理事

会にて協議された。 

⇒協議の結果、研修会の講師料は本会から支給しないことが決められた。今後のブロ

ック活動の勉強会に関しても協議を行った。 

 

４．日本理学療法士協会関連会議報告（倫理担当者：門脇監事） 

・ 平成 26 年 9 月 20 日、東京イーストウイングにて日本理学療法士協会倫理研修が開催

され、門脇監事が出席。門脇監事より日本理学療法士協会倫理委員会基調報告および

研修会についての報告があった。 

 

５．プライバシーポリシー、求人広告に関する注意事項（増田理事） 

・ 日本理学療法士協会のホームページに準ずる形で運用を開始する。運用開始後、要望

があれば随時、対応していく。 

・  

６．県の補助金事業に関して（尾崎会長） 

・ 県から厚労省の「医療提供体制の改革のための財政支援制度（基金）」の活用につい

て案内が来ている。 

⇒来年度の活用に向け、本会も新事業案を提案し、県へ相談にうかがう。また、社会

局関連各部に広報し、新事業案を検討してもらう。近日中に会議があれば、佐藤理事

が説明を行う。 



 

７．その他（全国学会演題、３団体交流について、他） 

 １）全国学会演題について（尾崎会長） 

・ 第 50 回日本理学療法学術大会において、都道府県理学療法士会等の活動報告（ポス

ター発表）を 100 演題企画している。奈良マラソンメディカルサポート委員会から発

表の希望があり、理事会にて協議された。 

⇒協議の結果、奈良マラソンメディカルサポート委員会の発表を承認した。 

筆頭演者（唄先生）の参加費、交通費、宿泊費（1 泊のみ・1 万円まで）、日当（2 千

円）は本会からの支給が決定された。 

あと、以下の条件を承認条件とすることが決められた。 

１、本会ロゴを使用 

２、抄録は役員メールにてチェック 

３、学会終了後、発表ポスターを、本会ホームページにアップ。 

・ 本会からもう 1 演題、発表することが可能なため、各部・委員会へ募集する。 

 ２）３団体交流について（尾崎会長） 

・ 12/20 に本会事務所にて開催されることが決まり、議題は地域包括ケアに関する取り

組みと今後の会議運営として、話し合いを行う。その後に参加者を募り、懇親会を開

く。 

３）奈良県高次脳機能障害ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ講習会実行委員会（西田理事） 

・ 平成 26 年 7 月に講習会が開催され、西田理事が参加。第 2 回の講習会にもスタッフ

として運営に参加する。 

 ４）奈良県健康長寿共同事業実行委員会（西田理事） 

・ 誤嚥にナラん！体操を広め、介護予防事業の充実を図っていくために、本会も協力し

ていく。 

５）医師会総会および記念式典ついて（尾崎会長） 

・ 今年度から創立記念式典として 11/27 に開催され、本会から尾崎会長が出席する。 

６）県の介護認定審査会について（尾崎会長） 

・ 今年度で任期を終えるため、本会より 5 名の推薦依頼が来ている。 

⇒石橋理事にて対応する。 

                                    以上 


